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資料提供 

 

 

 

 

 

 

県産業戦略部では、主に企業の方に向けたメールマガジンを毎月発行しておりますので、記者ク

ラブの皆様へ資料提供させていただきます。（Ｅメールでの定期配信をご希望の場合は、上記担当ま

でご連絡ください） 
 
茨城県 産業戦略部 からのお知らせです（2023.7月 18日号） 

 
◆◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

《 目  次 》 

1. 【募集】「令和５年度中小企業人材育成支援事業補助金」のご案内！ 

2. 【案内】「TSUKUBA CONNECT #52 “Eureka!”未知なる生物の世界：スタートアップと研究

の挑戦」にご参加ください（R5.7.21（金））！ 

3. 【募集】（公財）広沢技術振興財団「令和５年度ものづくり技術助成事業」の募集について 

4. 【募集】県北ものづくり企業 産学連携等研究開発補助金の公募を開始しました 

5. 【情報】８月は「いばらき働き方改革推進月間」です！ 

6. 【募集】｢茨城県女性リーダー登用先進企業｣募集中！ 

7. 【案内】中小規模事業所向け「省エネ診断」及び「省エネ対策設備導入補助金」のご案内 

8. 【案内】「最先端リサーチパーク（半導体研究関連施設等誘致）」のご案内 

9. 【案内】「フロンティアパーク坂東（茨城県の新工業団地）」のご案内 

10. 【案内】「いばらきフードロス削減プロジェクト」マッチング支援コーディネート窓口をご利

用ください。 

11. 【案内】毎月勤労統計調査 特別調査への御協力のお願い 

12. 【募集】茨城県災害ボランティア活動支援基金への寄附を募集しています 

13. 【募集】2023年台風第２号による大雨災害義援金を募集しています 

14. 【募集】「茨城県災害ボランティア登録」における団体登録を募集しています 

15. 【茨城空港】気軽にフリープランの旅行をお楽しみください！ 

16. 【募集】茨城県庁舎（行政棟）内広告（掲出）募集中！ 

令和５年７月１８日 

茨城県産業戦略部産業政策課 

担当：植木 

T E L：029-301-3515 

E-mail：shorobu1@pref.ibaraki.lg.jp 
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17. 【募集】茨城県庁舎11階アトリウムでセミナーの開催、WEB会議やテレワークをしませんか！ 

 

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

１. 【案内】「令和５年度中小企業人材育成支援事業補助金」のご案内！ 
 
県では、新型コロナウイルスや物価高騰の影響による厳しい経済情勢が続く中でも、新たな分野

への進出等に挑戦する中小企業者の皆様に対して、スキルアップのための教育研修費等を支援しま
す！ 
 
※内容、申請方法等の詳細は、下記URL（県産業政策課HP）をご確認ください。 

https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sansei/sangyo/jinzai/jinzai_top.html 
 
※先着順の受付となります。また、募集期間内であっても、補助金交付申請額が予算額 
（５００万円)に到達し次第、終了とさせていただきます。 

 
【申請期間】 
・令和６年１月３１日（水）まで 
 

【対象者】 
・茨城県内に主たる事務所・事業所を有する事業者であり、県内において新たな分野への 
進出等（以下１～６のいずれか）に取り組む中小企業者 

１ 新分野進出 
２ 事業転換 
３ 業態転換 
４ 事業拡大 
５ 海外展開 
６ 生産性向上 
 

【対象経費】 
・新たな分野への進出等に取り組むために必要となる資格取得やスキルアップのための 
教育研修費等（外部研修の受講料、外部講師の招へい費用(謝金、旅費) 

  ※交付決定日から令和６年２月末までの間に受講（支払含む）完了するものに限る 
  ※従来と同じ事業分野の中で、単純なメニューの追加等を行う場合は対象外 

 
【補助額】 
・１事業者あたり最大１０万円（補助率１/２） 

 
【問合せ先】 
茨城県 産業戦略部 産業政策課 産業企画グループ 
TEL：029-301-3525 E-mail：shosei2@pref.ibaraki.lg.jp 

 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
２. 【案内】「TSUKUBA CONNECT #52 “Eureka!”未知なる生物の世界：スタートアップと 
研究の挑戦」にご参加ください（R5.7.21（金））！ 
 
県では、つくばを中心にスタートアップの世界的な拠点形成を図るため、起業家や投資家、研究

者や企業など、様々な分野の方がピッチや交流するプログラム「TSUKUBA CONNECT」を毎月
第 3金曜日に開催しています。 
 

7 月 21 日（金）のテーマは、「未知なる生物の世界 スタートアップと研究の挑戦」です。生物
に魅了された起業家や研究者の挑戦に着目し、情熱や探究心から、革新的なビジネスへ発展を遂げ
た事例を基に、未来の起業家へインスピレーションを与えられるよう、幼少期の夢から現在の事業
化までの道のりを語り合います。 

 
以下URLから参加をお願いします（参加費無料、推奨ブラウザ：Google Chrome）。 
https://venturecafetokyo.org/event/tsukuba-connect-52/ 

 
「TSUKUBA CONNECT #52 “Eureka!”未知なる生物の世界：スタートアップと研究の挑戦」 
日時：令和 5年 7月 21日（金）17:30～21:00 
会場：co-en 及び オンライン 

https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sansei/sangyo/jinzai/jinzai_top.html
mailto:shosei2@pref.ibaraki.lg.jp
https://venturecafetokyo.org/event/tsukuba-connect-52/
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■17:30–18:00 
How to enjoy TSUKUBA CONNECT 

■18:00–19:00 
[Session 1] ロマンかそろばんか？生き物に魅了された研究者とスタートアップたち 
・伊藤 昌平 氏 = 株式会社 FullDepth 取締役 / 共同創業者 
・芝原 暁彦 氏 = 地球科学可視化技術研究所株式会社 所長 
・永田 晃大 氏 = 株式会社ワープスペース 最高技術責任者 / 共同創業者 
・前野 ウルド 浩太郎 氏 = 昆虫学者（通称：バッタ博士）/  
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター（国際農研）主任研究員 

■19:05–19:50 
[Session 2] PITCH ARENA vol.28 
・岡部 美楠子 氏 = 8thCAL株式会社 代表取締役社長 
・井口 陸弥 氏 = 株式会社魚沼スッポン 代表取締役社長 
・小林 功 氏 = 農業・食品産業技術総合研究機構 
（コメンテーター） 
・西川 信太郎 氏 = 株式会社グローカリンク 取締役 
・山口 豪志 氏 = 株式会社 54 代表取締役社長 
■19:55–20:15 
[Session 3] 奥村組バナメイエビ陸上養殖への挑戦 
・當房 竜之介 氏 = 株式会社奥村組 投資開発事業本部 新事業開発部 新事業開発課 
■20:20–21:00 
[Session 4] 過去と未来の融合：メタバース恐竜と地球科学 
・芝原 暁彦 氏 = 地球科学可視化技術研究所株式会社 所長 
 

【問い合わせ先】 
県産業戦略部 技術振興局 技術革新課 イノベーション創出グループ 
TEL：029-301-3522 E-mail：shosei5@pref.ibaraki.lg.jp 

 

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

３. 【募集】（公財）広沢技術振興財団「令和５年度ものづくり技術助成事業」の募集について 
 
 茨城県の産業振興への寄与を目的としている公益財団法人広沢技術振興財団（代表理事：廣沢清、
所在地：茨城県つくば市）では、以下の通り、研究助成事業等を公募しています。 
 地方にこそ成長のチャンスを見いだそうとする「地方創生」が叫ばれる中、ものづくりに励む県
内の中小企業や町の発明家を担う個人の事業者等を支援しようとするものです。 
 皆さまのご応募をお待ちしております。ふるってご応募ください。 
 
【募集内容】 
（１）試験研究助成事業 
・内  容…ものづくり技術の高度化を図るための試験研究に対する助成 
・助 成 額…１件あたり原則として 200万円以内 
・採択件数…４～５件程度 
（２）知識普及助成事業 
・内  容…ものづくり技術の高度化に関する知識の普及活動に対する助成 
      （講演会・シンポジウム・セミナーの開催等） 
・助 成 額…１件あたり原則として 100万円以内 
・採択件数…１件程度 
 
【応募資格】 
茨城県内に所在する次の中小企業・機関・団体や、そこに所属する個人 
（研究者・技術者等。学生・大学院生を除く） 

・中小企業又は個人事業者（事業所を有するものに限る） 
・大学・大学院、短期大学、高等専門学校又は大学校 
・その他本財団の理事会が適当と認める者 
（実行委員会・研究会・NPO法人・大学発ベンチャー等） 

 
【応募方法】 
所定の申請書に必要事項を記入し、必要に応じて関係書類を添付のうえ郵送・宅配便等により１

部提出願います。 
なお、応募に際しては、必ず募集要項をご確認ください。 
募集要項・申請書様式等は下記URLよりダウンロード可能です。 

mailto:shosei5@pref.ibaraki.lg.jp
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http://www.hirosawa-zaidan.com/zaidan-boshu/zaidan-boshu-r05.html 
 
【応募締切】 
（１）（２）ともに令和５年９月４日（月）必着 
 
【問合せ先・申請書の提出先】 
公益財団法人 広沢技術振興財団 
〒300-4297 茨城県つくば市寺具 1395番地１ 
TEL：029-869-1671/029-869-0447 
FAX：029-869-1670 
E-mail：monodukuri@hirosawa-zaidan.com 
HP：http://www.hirosawa-zaidan.com/ 

 

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

４. 【募集】県北ものづくり企業 産学連携等研究開発補助金の公募を開始しました 
 
 県では、県北地域の産業競争力強化を図るため、県北地域牽引産業・中核企業創出事業として、
県北ものづくり企業の新たな事業展開等を支援しております。 
 このたび、当事業で実施する「産学連携等研究開発補助」について募集を開始いたしました。こ
の制度では、県北ものづくり企業が大学・研究機関あるいはベンチャー等と連携して行う、新技術・
新製品・新サービスの研究開発に係る取組を支援いたします。ぜひご検討ください。 
 
【概要】 
（１）補助対象者   県北地域※に主たる事業所を有する中小企業 

※日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、常陸大宮市、 
那珂市、東海村及び大子町の９市町村 

（２）補助対象事業  大学・研究機関あるいはベンチャー等と連携による新技術・新製品・新サ
ービスの研究開発など 

（３）対象経費    委託費、材料費、外注費、専門家謝金、賃貸借料、など 
（４）補助額上限   １００万円（補助率 １０／１０以内） 
（５）申請受付期間  令和５年９月２９日まで（予算上限に達し次第受付終了） 

申請書受付後、随時審査を実施し、２週間程度で交付の可否をご連絡いた
します。上記受付期間内であっても、交付決定後は事業に着手いただけま
す。 

（６）事業実施期間  令和６年２月２８日まで 
（７）申請方法    下記ＵＲＬから必要書類をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、 

申請ください。 
           https://www.hits.or.jp/r5-sangakurenkei/ 
 
【問い合わせ先】 
 (公財)日立地区産業支援センター 荻谷、田中、日向 
 TEL：0294-25-6121 E-mail：kenkyukaihatsu@hits.or.jp 
 

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

５. 【情報】８月は「いばらき働き方改革推進月間」です！ 
 
 いばらき女性活躍・働き方応援協議会（経済団体、労働者団体、行政機関等）では、官民が連携
して、長時間労働の抑制やテレワーク・時差出勤などの促進により、多様で柔軟な働き方が可能な
労働環境の整備や、効率的な業務改善に向けた働き方改革の推進に取り組んでいます。 
 
 ８月のいばらき働き方改革推進月間を機会に、既に働き方改革に取り組んでいる企業・団体の皆
様も、これから取り組んでみようと考えている企業・団体の皆様も、できることから働き方の見直
しを進めてみましょう。 
 
 なお、啓発用のポスター、リーフレットをご用意しておりますので、ご希望の方は県労働政策課
までご連絡ください。 
 
※詳細は、いばらき女性活躍・働き方応援ポータルサイトをご覧ください。 

https://yell.pref.ibaraki.jp/work-style-reform/workstyle_reform_month.html 
 
【問い合わせ先】 

http://www.hirosawa-zaidan.com/zaidan-boshu/zaidan-boshu-r05.html
mailto:monodukuri@hirosawa-zaidan.com
http://www.hirosawa-zaidan.com/
https://www.hits.or.jp/r5-sangakurenkei/
mailto:kenkyukaihatsu@hits.or.jp
https://yell.pref.ibaraki.jp/work-style-reform/workstyle_reform_month.html
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 県産業戦略部労働政策課 労働経済・福祉グループ 
 TEL：029-301-3635 E-mail：rosei1@pref.ibaraki.lg.jp 
 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
６. 【募集】｢茨城県女性リーダー登用先進企業｣募集中！ 
 
 県では、企業における女性の活躍を推進するため、女性の登用に積極的に取り組み、その実績が
優れている企業を「茨城県女性リーダー登用先進企業」として表彰しております。ぜひ、皆様のご
応募をお待ちしております！ 
 
■表彰要件： 
①茨城県内に本社又は主たる事業所を有し、「いばらき女性活躍・働き方応援協議会」の会員企業で
あること。 

②女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局への届出及び外部への公表を行い、
また、一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表を行っていること。（常時雇用する労
働者数が１００人以下の事業主は除く） 

③管理職等への女性労働者の登用促進のための取組を実施していること。 
④直近の事業年度における女性管理職の割合が産業別の基準値を超えており、かつ、直近の３事業
年度における割合が概ね向上若しくは高い状態を維持していること。または役員に１人以上の女
性を登用していること。 など 

 
■応募方法 
 企業からの自薦または県内経済団体及び市町村等からの推薦 
推薦書様式１、２及び添付書類一式を提出してください。 
〇提出期限：令和５年９月 29日（金） 

 
◎詳細は、「いばらき女性活躍・働き方応援ポータルサイト」をご覧ください。 

https://yell.pref.ibaraki.jp/womanact/leader_commendation.html 
 
【応募先・問い合わせ先】 
 茨城県 産業戦略部 労働政策課 労働経済・福祉Ｇ 
〒310-8555 水戸市笠原町 978番６ 

 TEL：029-301-3635（直通） E-mail：rosei1@pref.ibaraki.lg.jp 
 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
７. 【案内】中小規模事業所向け「省エネ診断」及び「省エネ対策設備導入補助金」のご案内 
 
 県では、中小規模事業所における省エネ対策を支援するため、「省エネ診断」及び「省エネ対策設
備導入補助金」を実施しています。 
 「省エネ診断」では、無料で、設備の運用改善、省エネルギー設備導入及び太陽光発電設備の導
入のメリットについて、技術的な助言・提案を受けることができます。 
 また、省エネ診断において、助言・提案された設備の改修・更新を行う際に、「省エネ対策設備導
入補助金」を利用することができる場合があります。 
 いずれも先着順となりますので、お早めにお申込みください。 
 
【省エネ診断】 
 （１）対象事業所：年間のエネルギー使用量が原油換算 1,500kL未満の中小規模事業所 

※「茨城エコ事業所」及び「いばらきエコチャレンジ」への登録が必要 
 （２）診断費用：無料 ※先着 90事業所 
 （３）受付期限：令和６年２月 29日（木） 
    ※予定診断数に達した場合は、受付を終了することがあります 
 （４）申込先：株式会社知識経営研究所（本事業委託業者） 

※詳細は、県ホームページをご覧ください 
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chikyu/setsuden/seminar.html 

 
【省エネ対策設備導入補助金】 
 （１）対象事業所：令和４年度又は令和５年度に、省エネ診断を受診した事業所 
 （２）対象設備：省エネ診断を受診し、当該診断結果において助言・提案を受けた設備 
 （３）補助要件：原則として、省エネ診断結果において、助言・提案を受けた設備の改修・更新

及び運用に係る改善のすべてを実施し、その結果、当該工場・事業場全体で省エネ率 20％又
は 10t-CO2相当以上の削減効果が見込まれること 

 （４）補助率・補助上限額：１/３・１００万円未満 

mailto:rosei1@pref.ibaraki.lg.jp
https://yell.pref.ibaraki.jp/womanact/leader_commendation.html
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chikyu/setsuden/seminar.html
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 （５）申請期限：令和６年１月 12日（金） 
    ※申請額が予算を超えた時点で、申請受付を終了することがあります 
 （６）申請先：県県民生活環境部環境政策課 地球温暖化対策グループ 
    ※詳細は、県ホームページをご覧ください 

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chikyu/hojokin.html 
 
【問い合わせ先】 
茨城県 県民生活環境部 環境政策課 地球温暖化対策グループ 

 TEL：029-301-2939 E-mail：lkansei3@pref.ibaraki.lg.jp 
 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
８. 【案内】「最先端リサーチパーク（半導体研究関連施設等誘致）」のご案内 
 
 つくば市研究学園エリアに創設した、半導体関連の研究開発拠点の誘致を目指す「最先端リサー
チパーク」についてご案内します。 
 
【「最先端リサーチパーク」の概要】 
◆所在地 茨城県つくば市学園の森２丁目 12-2、3 
◆土地面積 約 9ha 
◆アクセス 
 電車 つくばエクスプレスで秋葉原から最速 46分（研究学園駅）駅から徒歩圏内 
 高速道路 圏央道つくば中央ＩＣへ約 3km 
◆用途地域 準工業地域 
◆建蔽率/容積率 60％/200％ 
◆地区計画 誘致施設Ａ地区 
 
 研究機関や大学が多数立地し、首都圏にも近接するつくばならではの好立地！ 
 昨年 6月にはつくば市内に台湾の大手半導体メーカー、TSMCの研究開発センターが開所してい
ます。 
 国でも「半導体・デジタル産業戦略」を策定し、半導体産業への先端技術開発への促進や国内製
造基盤の強化が打ち出され、注目はますます高まっています。 
 半導体関連企業の皆様、ぜひ「最先端リサーチパーク」での事業展開をご検討ください！ 
 
【「最先端リサーチパーク」」ホームページ】 

https://www.tsukubaexpress-ibaraki.jp/research_park/researchpark.html 
※媒介制度も適用対象です。 
https://www.tsukubaexpress-ibaraki.jp/support_system/baikai_syoukai.html 

 
【問い合わせ先】 
県立地推進部 宅地整備販売課 
TEL：029-301-2798（直通） E-mail：takuhan3@pref.ibaraki.lg.jp 

 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
９. 【案内】「フロンティアパーク坂東（茨城県の新工業団地）」のご案内 

 
・都心から 50km圏の圧倒的好立地。圏央道の２つのＩＣからのアクセスも抜群。 
・優れた事業環境を有する「フロンティアパーク坂東」の公募（2023年９月を予定） 
について、ご案内します。 
 
【「フロンティアパーク坂東」の概要】 
◆所在地  茨城県坂東市山 2177-88 ほか 
◆開発面積 約 71.9ha 
◆分譲面積 約 59.3ha 
◆分譲区画 12区画（1.2ha～11.4ha） 
◆分譲単価（予定）25,300円/㎡～32,100円/㎡（83,500円/坪～105,900円/坪） 
◆アクセス 圏央道坂東ＩＣへ約４km、境古河ＩＣへ約５km 
◆公募要領の公表 2023年９月１日～ 
◆譲受申込書提出期間 2023年９月 15日～９月 29日 
◆土地引渡時期（予定） 2025年前半 

 
随時、ホームページで情報を更新します。 
企業の皆様、ぜひ「フロンティアパーク坂東」での事業展開をご検討ください！ 

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chikyu/hojokin.html
mailto:kansei3@pref.ibaraki.lg.jp
https://www.tsukubaexpress-ibaraki.jp/research_park/researchpark.html
https://www.tsukubaexpress-ibaraki.jp/support_system/baikai_syoukai.html
mailto:takuhan3@pref.ibaraki.lg.jp
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【「フロンティアパーク坂東」ホームページ】 
https://www.ibaraki-newindus.jp/page/page000017.html 

 
【問い合わせ先】 
茨城県 立地推進部 立地整備課 
TEL：029-301-2748（直通） 

 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
10. 【案内】「いばらきフードロス削減プロジェクト」マッチング支援コーディネート窓口をご利用
ください。 
 
県では、県内事業者のフードロス削減を目指す「いばらきフードロス削減プロジェクト」を推進

しています。 
フードロスを抱える事業者と消費意向のある事業者を対象に、無料のマッチング支援コーディネ

ート窓口を設置し、お悩みやご相談を受け付け、商談や寄付等へのマッチングを支援しています。
ぜひご利用ください。 

 
○相談料：無料 
○相談内容の例 
 ・販売期限間近の商品を流通させたい。 
 ・廃棄していた規格外農産物を加工食品にしたい。 
 ・作りすぎた弁当を売り切りたい。 
 ・取れすぎた果物を寄付したい。 
 ・食品加工の副産物を飼料にしたい。 
 
【問い合わせ先】 
○マッチング支援コーディネート窓口（株式会社常陽産業研究所地域研究部） 
水戸市三の丸 1-5-18 

 月曜～金曜の 9時～17時（祝日・年末年始を除く） 
 TEL：029-233-6734 E-mail：no-foodloss@joyobank.co.jp 
 相談フォーム https://h7.jir-web.co.jp/n/form/vdkb/FbuexHzsH3tJcCsS7EBUV 
 
○県県民生活環境部 環境政策課 環境企画グループ 
 TEL：029-301-2933 E-mail：kansei1@pref.ibaraki.lg.jp 
 ホームページ： 
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/kankyo/2021_foodloss/202108_foodloss.html 

 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
11. 【案内】毎月勤労統計調査 特別調査への御協力のお願い 
 
厚生労働省及び茨城県では、本年７月 31 日現在で、常用労働者を１～４人雇用している事業所

のうち、厚生労働省が選定した対象地域内の事業所を対象に、毎月勤労統計調査特別調査を実施し
ます。 

 
【調査対象】 
１～４人の常用労働者を雇用する小規模事業所 

 
【調査内容】 
雇用、給与及び労働時間の実態（７月 31日時点） 

 
【調査方法、調査時期】 
８月から９月にかけて、調査員が対象地域内の全事業所を訪問し、事業所名や雇用者数を聞き取

り、事業所名簿を作成します。その際、対象地域内における１～４人の常用労働者を雇用する事業
所に対して、調査用品一式を配布し、調査票への回答を依頼いたします。 

 
調査の詳細や調査結果については、以下のページを御覧ください。 
 
＜厚生労働省：特別調査＞ 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/31-1.html 
＜厚生労働省：全国、地方調査＞ 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1.html 
＜茨城県：地方調査結果（統計課HP）＞ 

https://www.ibaraki-newindus.jp/page/page000017.html
mailto:no-foodloss@joyobank.co.jp
https://h7.jir-web.co.jp/n/form/vdkb/FbuexHzsH3tJcCsS7EBUV
mailto:kansei1@pref.ibaraki.lg.jp
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/kankyo/2021_foodloss/202108_foodloss.html
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/31-1.html
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1.html
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https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/tokei/fukyu/tokei/betsu/rodo/rodo.html 
 
 調査票に書かれた内容は、「統計法」により厳しく守秘義務が課せられており、統計以外の目的に
用いられることはありません。何卒、調査に御協力くださいますようお願いいたします。 

 
【問い合わせ先】 
県政策企画部 統計課 人口労働グループ 筒井 
TEL：029-301-2649 E-mail：tokei3@pref.ibaraki.lg.jp 

 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
12. 【募集】茨城県災害ボランティア活動支援基金への寄附を募集しています 
 
大規模災害が発生した時、被災した方の生活再建には、ボランティアの力が必要不可欠です。茨

城県では、近年、平成２７年９月の関東・東北豪雨や、令和元年の東日本台風、今年の６月には台
風第２号に伴う大雨災害などで被害がありましたが、県内外からたくさんのボランティアが駆けつ
け、被災者への支援活動をしてくださいました。 
今後起こりうる、これまで以上の大規模な災害に備えるべく、茨城県では「茨城県災害ボランテ

ィア活動支援基金」を設置し、災害ボランティア活動の支援のため、広く寄附を募り、これを活用
して、災害発生時にボランティアの方々が活動しやすい環境の整備を図っています。 
皆様からの寄附をお待ちしております。 
 

★災害ボランティア活動支援基金は企業版ふるさと納税の対象になります★ 
詳しくはこちら：https://災ボラ standby.jp/kigyouban/ 

 
※詳細、手続きについては、県福祉政策課ＨＰ又は特設サイト「災ボラＳＴＡＮＤＢＹ（スタンバ
イ）」から、ご確認いただけます。 
県ＨＰ：https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/fukushi/chiiki/ibabora.html 
災ボラＳＴＡＮＤＢＹ：https://災ボラ standby.jp/processfaq/ 
 

【問い合わせ先】 
県福祉部 福祉政策課 地域福祉グループ 
TEL：029-301-3157 E-mail：fukushi1@pref.ibaraki.lg.jp 

 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
13. 【募集】2023年台風第２号による大雨災害義援金を募集しています 
 
 この度の令和５（2023）年梅雨前線による大雨及び台風第２号による影響により、被災された方々
を支援することを目的として、日本赤十字社茨城県支部及び茨城県共同募金会において義援金を受
け付けております。 
 寄せられた義援金は、県が設置する配分委員会を通じて、被災された方々にお配りします。 
 皆様のご支援とご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 
 
【受付窓口】 
●日本赤十字社茨城県支部  
 受付口座：①常陽銀行    本店営業部 普通 3873856 

②筑波銀行    県庁支店  普通 1139432 
③茨城県信用組合 県庁前支店 普通 7551367 
①②③共通名義：「日本赤十字社茨城県支部 支部長 寺門 一義」 

ＨＰ：https://www.jrc.or.jp/contribute/help/20230609/ 
TEL：029-284-1380（県支部組織振興課） 

 
●茨城県共同募金会 
 受付口座：①常陽銀行 本店   普通 3909748 
      ②筑波銀行 県庁支店 普通 1208061 
      ①②共通名義：社会福祉法人茨城県共同募金会 台風２号災害義援金 
      ③ゆうちょ銀行 00140-8-768782 
      ③名義：茨城県共同募金会台風第２号大雨災害義援金 
ＨＰ：https://www.akaihane-ibaraki.jp/?p=4603 
TEL：029-241-1037 

 
【募集期間】2023年６月 16日（金）から 2023年９月 30日（土） 
 

https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/tokei/fukyu/tokei/betsu/rodo/rodo.html
mailto:tokei3@pref.ibaraki.lg.jp
https://災ボラstandby.jp/kigyouban/
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/fukushi/chiiki/ibabora.html
https://災ボラstandby.jp/processfaq/
mailto:fukushi1@pref.ibaraki.lg.jp
https://www.jrc.or.jp/contribute/help/20230609/
https://www.akaihane-ibaraki.jp/?p=4603
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【問い合わせ先】 
県福祉部 福祉政策課 地域福祉グループ 
TEL：029-301-3157 E-mail：fukushi1@pref.ibaraki.lg.jp 

 

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

14. 【募集】「茨城県災害ボランティア登録」における団体登録を募集しています。 
 
茨城県では、令和２年１２月に制定された「茨城県災害ボランティア活動を支援し、促進するた

めの条例」を踏まえ、災害ボランティア活動の支援・促進に取り組んでいます。 
「茨城県災害ボランティア登録」は、災害時に災害ボランティア活動をしていただける団体や、

災害ボランティア活動に興味がある団体などに予め登録をしていただき、災害時だけでなく平常時
から、災害ボランティア活動に関する様々な情報をメールにて配信するものです。 
皆様の積極的なご登録をお願いいたします。 
 

１ 団体登録の募集期間等 
令和５年４月１７日（月）～令和６年２月２８日（水） 
○登録有効期間：令和６年３月３１日まで（年度単位で登録いただきます。） 

 
２ 登録対象団体 

 茨城県内で災害が発生した際に、災害ボランティア活動を希望する団体又は同活動に興味があ
る団体 
※登録する際にはメールアドレスが必要となります。 

 
３ 登録方法 

県福祉政策課ＨＰ又は特設サイト「災ボラＳＴＡＮＤＢＹ（スタンバイ）」から、「災害ボラン
ティア登録」の団体登録用フォームにアクセスし、オンライン申請を行います。 
 ○「災ボラ STANDBY」URL https://災ボラ standby.jp/ 
 ※なお、災害ボランティア登録は個人登録も実施しておりますので、是非、 
  職員の方々にもご案内ください。 
 

【問い合わせ先】 
県福祉部 福祉政策課 地域福祉グループ 
TEL：029-301-3157 E-mail：fukushi1@pref.ibaraki.lg.jp 

 

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

15. 【茨城空港】気軽にフリープランの旅行をお楽しみください！ 
 
茨城空港からは７月現在、国内５か所（札幌・神戸・福岡・那覇・宮古）、国外１か所（台北）と

結ばれており、気軽に就航地へアクセスできます。 
また、各旅行会社からは、期間限定で「往復航空券＋宿泊」がセットになった大変お得なパック

商品（フリープラン）が販売されております。 
夏と秋の旅行計画として、茨城空港を利用したフリープランの旅行をぜひご利用ください。詳し

くは、茨城空港ホームページをご覧ください。 
 

【茨城空港発着フリープラン商品について】 
https://www.ibaraki-airport.net/flight/tour-list/ 
※フリープランのほか、観光付ツアーもご案内しております。 

 
【茨城空港就航先・フライト情報】 

https://www.ibaraki-airport.net/flight/ 
 
【問い合わせ先】 
県営業戦略部 空港対策課 利用促進グループ 
TEL：029-301-2761 E-mail：airport@pref.ibaraki.lg.jp 

 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
16. 【募集】茨城県庁舎（行政棟）内広告（掲出）募集中！ 

 
茨城県では、県有資産の有効活用を図るとともに県民サービスの向上と地域経済の活性化に寄与

することを目的に、県庁舎内（行政棟）の有料広告を募集しています。様々な人たちが行き交い情
報を発信する県庁舎を、ＰＲの場としてぜひご活用ください。 

mailto:fukushi1@pref.ibaraki.lg.jp
https://災ボラstandby.jp/
mailto:fukushi1@pref.ibaraki.lg.jp
https://www.ibaraki-airport.net/flight/tour-list/
https://www.ibaraki-airport.net/flight/
mailto:airport@pref.ibaraki.lg.jp
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募集に係る資料等につきましては、以下の県ホームページに掲載しております。 
https://www.pref.ibaraki.jp/somu/kanzai/koyu/kokoku/kokokuh26/kokoku-gaiyoh26.html 
 
 
現在の掲出空き状況は、こちら 
https://www.pref.ibaraki.jp/somu/kanzai/koyu/kokoku/kokokuh26/documents/r5aki.pdf 
 

【問い合わせ先】 
県総務部 管財課 施設管理担当 
TEL：029-301-2387 E-mail：kanzai2@pref.ibaraki.lg.jp 

 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
17. 【募集】茨城県庁舎 11階アトリウムでセミナーの開催、WEB会議やテレワークをしませんか！ 
 
茨城県庁舎 11 階のアトリウムについて、フロアの一部を民間企業等の会議やセミナー及びコワ

ーキングなど、ビジネス等にご利用いただけます。 
「いばらき電子申請・届出サービス」から、簡単にお申し込みできますので、ぜひご利用くださ

い。 
 

１ 利用（貸出）エリア 
  11階アトリウムの東側に、利用目的（団体・個人）に対応した２つのエリアを設定。 

①セミナーゾーン（団体向） 
20人程度まで利用可。100インチスクリーン（プロジェクター）、音響設備あり 

②コワーキングゾーン（個人向） 
・ボックス席（４人掛）：２か所（２名様以上で利用可能）、個人席：３席 

 
２ 利用方法等 
〇利用開始：令和４年９月 26日(月)から貸出中 
〇利用時間：平日９時～18時（セミナーゾーンは延長可：応相談） 
○利用料金：①セミナーゾーン：１日 2,000円（予約は３か月以内） 

②コワーキングゾーン：１日 200円/１席当たり（予約は３週間以内） 
 
※「いばらき電子申請・届出サービス」からお申込みいただけます。 
募集に係る資料等につきましては、以下の県ホームページに掲載しております。 
https://www.pref.ibaraki.jp/somu/kanzai/shisetsu/11kaiatriumriyou/atriumriyou.html 
（利用規約等も掲載されておりますので、一読ください。） 

※ご利用の際は、ご利用者の確認等をしますので、必ず管財課（４階北側）にお立ち寄りくださ
い。 
お気軽にお問い合わせください。 

 
【問い合わせ先】 
県総務部 管財課 施設管理担当 
TEL：029-301-2387 E-mail：kanzai2@pref.ibaraki.lg.jp 

 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆* 

★ご覧いただき、ありがとうございました★ 次号をお楽しみに！！ 
 
◇県産業戦略部では、主に企業の方に向けて当メールマガジンを毎月発行しております。 
 
 当メールの定期配信をご希望の場合は、下記 E-mail あてに、 
 「氏名、企業・団体名、連絡先、E-mail」を記載のうえ、送信願います。 
 
 また、本メールマガジンへのご意見等ございましたら、下記発行元に電子メール、または FAX 
にてお寄せください。  
 
━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆ 
◇ 発行元、ご意見・お問い合わせ先  
  茨城県産業戦略部産業政策課総務Ｇ企画担当 

  住 所：〒310-8555 茨城県水戸市笠原町 978-6 

https://www.pref.ibaraki.jp/somu/kanzai/koyu/kokoku/kokokuh26/kokoku-gaiyoh26.html
https://www.pref.ibaraki.jp/somu/kanzai/koyu/kokoku/kokokuh26/documents/r5aki.pdf
mailto:kanzai2@pref.ibaraki.lg.jp
https://www.pref.ibaraki.jp/somu/kanzai/shisetsu/11kaiatriumriyou/atriumriyou.html
mailto:kanzai2@pref.ibaraki.lg.jp
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連絡先：TEL 029-301-3515 FAX 029-301-3539 
               E-mail：shorobu1@pref.ibaraki.lg.jp 
◇ Copyright(C) 2008 茨城県 掲載記事の無断転載を禁じます。  
━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆ 

mailto:shorobu1@pref.ibaraki.lg.jp

